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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伸縮性を有する基材と、
　前記基材に積層され、前記基材の伸縮方向に沿って配設される帯状の１又は複数の歪み
センサ素子と、
　前記１又は複数の歪みセンサ素子の長手方向両端部近傍に歪みセンサ素子の幅方向に延
びるよう前記基材に配設され、前記歪みセンサ素子よりも曲げ弾性率が大きく、上記基材
の変形を抑制する１対の変形抑制部と
　を備え、
　前記１対の変形抑制部が前記１又は複数の歪みセンサ素子から離間して配設され、
　前記変形抑制部の前記歪みセンサ素子の幅方向の長さが前記歪みセンサ素子の平均幅以
上である歪みセンサユニット。
【請求項２】
　前記１対の変形抑制部と前記１又は複数の歪みセンサ素子の長手方向先端との距離が、
前記１又は複数の歪みセンサ素子の平均長さの１／５以下である請求項１に記載の歪みセ
ンサユニット。
【請求項３】
　複数の前記歪みセンサ素子が平行に配設され、
　前記基材が前記複数の歪みセンサ素子の間に歪みセンサ素子と平行なスリットを有する
請求項１又は請求項２に記載の歪みセンサユニット。
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【請求項４】
　前記変形抑制部が歪みセンサ素子の長手方向に交差する方向の中心軸を有する密巻きコ
イルバネを含む請求項１、請求項２又は請求項３に記載の歪みセンサユニット。
【請求項５】
　前記基材の裏面の平面視で歪みセンサ素子の長手方向両側に配設される１対の滑り止め
をさらに備える請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の歪みセンサユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歪みセンサユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　伸縮に対する抵抗体の抵抗変化から歪みを検出する歪みセンサユニットが知られている
。また、このような抵抗体としては、一般的には金属や半導体が用いられている。しかし
ながら、金属や半導体は可逆的に伸縮可能な変形量が小さい。そのため、抵抗体として金
属や半導体を用いた歪みセンサユニットは用途等に制限がある。
【０００３】
　そこで、前記抵抗体として、カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）を用いた歪みセンサユニ
ットが提案されている（特開２０１１－４７７０２号公報参照）。この公報に記載の歪み
センサユニットは、所定方向に配向させた複数のカーボンナノチューブを含むカーボンナ
ノチューブ膜を有する。具体的には、前記歪みセンサユニットは、帯状のカーボンナノチ
ューブ膜の両端部を測定対象に固定することで、カーボンナノチューブ膜の伸縮歪みを検
出する。この歪みセンサは、カーボンナノチューブ膜がカーボンナノチューブの配向方向
又は配向方向と垂直方向へ比較的大きく伸縮できるため、大きな歪みにも対応できる。
【０００４】
　前記公報には、前記歪みセンサユニットを手袋に配設して手の指の動きを検出すること
も提案している。このように、カーボンナノチューブ膜を用いる歪みセンサユニットを人
体の表面に装着される布帛に配設する場合、布帛が人体表面上で滑ることによって、歪み
センサユニットが位置ずれするおそれがある。測定対象部位によっては、布帛が人体に対
して位置ずれしやすい場合や、歪みセンサユニットのわずかな位置ずれによって検出精度
が大きく低下する場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－４７７０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記不都合に鑑みて、本発明は、歪みセンサの位置ずれを抑制できる歪みセンサユニッ
トを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するためになされた発明は、伸縮性を有する基材と、前記基材に積層さ
れ、前記基材の伸縮方向に沿って配設される帯状の１又は複数の歪みセンサと、前記１又
は複数の歪みセンサの長手方向両端近傍に歪みセンサの長手方向に交差する方向に延びる
よう配設され、前記歪みセンサよりも曲げ弾性率が大きい１対の変形抑制部とを備える歪
みセンサユニットである。
【０００８】
　当該歪みセンサユニットは、前記１又は複数の歪みセンサの長手方向両端近傍に歪みセ
ンサの長手方向に交差する方向に延びるよう配設され、前記歪みセンサよりも曲げ弾性率
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が大きい１対の変形抑制部を備えることによって、歪みセンサの長手方向両側の基材が変
形しにくい。このため、当該歪みセンサユニットは、歪みセンサの長手方向両側の基材が
測定対象に対して滑りにくく、これにより歪みセンサの位置ずれが抑制されるので、比較
的検出精度が高い。なお、歪みセンサの「近傍」とは、歪みセンサの長手方向先端からの
距離が歪みセンサの平均長さの１／５以下、好ましくは１／１０以下である範囲を意味す
る。また、「曲げ弾性率」とは、ＪＩＳ－Ｋ７１７１（２００８）に準拠して測定される
値である。
【０００９】
　前記１対の変形抑制部が１又は複数の歪みセンサの端部に重畳されるとよい。このよう
に、前記１対の変形抑制部が１又は複数の歪みセンサの端部に重畳されることによって、
歪みセンサの位置ずれをより確実に抑制することができる。
【００１０】
　複数の前記歪みセンサが平行に配設され、前記基材が前記複数の歪みセンサの間に歪み
センサと平行なスリットを有するとよい。このように、複数の前記歪みセンサが平行に配
設され、前記基材が前記複数の歪みセンサの間に歪みセンサと平行なスリットを有するこ
とによって、歪みセンサ間が分離され、１つの歪みセンサの変位が他の歪みセンサに影響
を及ぼしにくいので、比較的検出精度が高くなる。
【００１１】
　前記変形抑制部が歪みセンサの長手方向に交差する方向の中心軸を有する密巻きコイル
バネを含むとよい。このように、前記変形抑制部が歪みセンサの長手方向に交差する方向
の中心軸を有する密巻きコイルバネを含むことによって、変形抑制部の剛性を比較的容易
に最適化することができ、特に変形抑制部の歪みセンサの長手方向に交差する方向の圧縮
変形を防止することができる。このため、当該歪みセンサユニットは、歪みセンサの位置
ずれをより確実に抑制することができる。
【００１２】
　前記基材の裏面の平面視で歪みセンサの長手方向両側に配設される１対の滑り止めをさ
らに備えるとよい。このように、前記基材の裏面の平面視で歪みセンサの長手方向両側に
配設される１対の滑り止めをさらに備えることによって、歪みセンサの長手方向両側の基
材の測定対象に対する滑りをより確実に抑制して歪みセンサの位置ずれをより確実に抑制
することができる。なお、「裏面」とは、測定対象に対向する面を意味する。
【発明の効果】
【００１３】
　以上のように、本発明の歪みセンサユニットは、歪みセンサの位置ずれを抑制すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態の歪みセンサユニットを示す模式的平面図である。
【図２】図１の歪みセンサユニットの模式的断面図である。
【図３】本発明の図１とは異なる実施形態の歪みセンサユニットを示す模式的平面図であ
る。
【図４】図３の歪みセンサユニットの模式的断面図である。
【図５】本発明の図１及び図３とは異なる実施形態の歪みセンサユニットを示す模式的平
面図である。
【図６】本発明の図１、図３及び図５とは異なる実施形態の歪みセンサユニットを示す模
式的平面図である。
【図７】本発明の図１、図３、図５及び図６とは異なる実施形態の歪みセンサユニットを
示す模式的平面図である。
【図８】本発明の図１、図３、図５乃至図７とは異なる実施形態の歪みセンサユニットを
示す模式的平面図である。
【図９】本発明の図１、図３、図５乃至図８とは異なる実施形態の歪みセンサユニットを



(4) JP 6759689 B2 2020.9.23

10

20

30

40

50

示す模式的平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、適宜図面を参照しつつ、本発明の実施の形態を詳説する。
【００１６】
［第一実施形態］
　図１及び図２に示す本発明の第一実施形態に係る歪みセンサユニットは、伸縮性を有す
る基材１と、この基材１に積層され、基材１の伸縮方向に沿って配設される帯状の歪みセ
ンサ２と、この歪みセンサ２の長手方向両端近傍に歪みセンサ２の長手方向に交差する方
向に延びるよう配設され、歪みセンサ２よりも曲げ弾性率が大きい１対の変形抑制部３と
を備える。
【００１７】
　当該歪みセンサユニットは、例えば人や動物の体の特定の部位の動きを検出するために
用いることができる。具体例としては、当該歪みセンサユニットは、人の顔の表情筋や顎
関節等の動きを検出するために用いられる。
【００１８】
＜基材＞
　基材１は、当該歪みセンサユニットの構造材であり、シート状の材料から形成され、少
なくとも歪みセンサ２を保持する部分が帯状に形成される。この基材１は、歪みセンサ２
を保持すると共に、測定対象に取り付け可能に構成される。この基材１は、測定対象と共
に伸縮し、この伸縮を歪みセンサ２に伝達することによって歪みセンサ２を測定対象と共
に伸縮させる機能を果たす。
【００１９】
　基材１を形成する材料としては、伸縮性を有するものであれば特に限定されないが、例
えば不織布、一方向に引き揃えられた縦糸とこの一方向に交差する方向に引き揃えられ縦
糸と規則的に組み合わされた横糸とからなる織物、一本又は数本の糸によって多数のルー
プを形成し多数のループが絡み合うように編まれた編物等、これらのいずれかにエラスト
マーを含浸したシート、繊維を含まないエラストマー製シートなどが挙げられる。これら
の中でも、伸縮性の観点から編物によって基材１を形成することが好ましい。
【００２０】
　また、基材１の測定対象への取り付け構造としては、測定対象の外周に装着できるよう
基材１が予め環状に形成されてもよく、帯状の基材１の両端を例えば面ファスナー等で貼
り合わせることによって装着時に環状にできものであってもよく、帯状の基材１の両端に
測定対象の突起部等に引っかけられるフック又はループを有してもよい。具体例として、
基材１は、人体に密着するタイツ等の着衣、サポーター、マスク等に類する構造を有する
とよい。
【００２１】
　基材１の平均幅の下限としては、１ｃｍが好ましく、１．５ｃｍがより好ましい。一方
、基材１の平均幅の上限としては、１０ｃｍが好ましく、７ｃｍがより好ましい。基材１
の平均幅が前記下限に満たない場合、基材１が面方向に変形して装着位置がずれやすくな
るおそれがある。逆に、基材１の平均幅が前記上限を超える場合、当該歪みセンサユニッ
トを装着した被検者の運動を阻害したり違和感を与えるおそれがある。
【００２２】
　基材１の平均厚さの下限としては、１００μｍが好ましく、２００μｍがより好ましい
。一方、基材１の平均厚さの上限としては、２ｍｍが好ましく、１ｍｍがより好ましい。
基材１の平均厚さが前記下限に満たない場合、基材１の強度が不十分となるおそれがある
。逆に、基材１の平均厚さが前記上限を超える場合、当該歪みセンサユニットを装着した
被検者の運動を阻害したり違和感を与えるおそれがある。
【００２３】
　基材１の目付の下限としては、１００ｇ／ｍ２が好ましく、１５０ｇ／ｍ２がより好ま
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しい。一方、基材１の目付の上限としては、３００ｇ／ｍ２が好ましく、２５０ｇ／ｍ２

がより好ましい。基材１の目付が前記下限に満たない場合、基材１の強度が不十分となる
おそれがある。逆に、基材１の目付が前記上限を超える場合、基材１の剛性が高くなり、
検出感度が不十分となるおそれや、当該歪みセンサユニットを装着した被検者の運動を阻
害したり違和感を与えるおそれがある。
【００２４】
　基材１の１００％伸び荷重（平均長さが２倍になる張力）の下限としては、１Ｎが好ま
しく、１０Ｎがより好ましい。一方、基材１の１００％伸び荷重の上限としては、１０ｋ
Ｎが好ましく、１ｋＮがより好ましい。基材１の１００％伸び荷重が前記下限に満たない
場合、基材１の収縮力が不足し、収縮時の検出に遅れが生じるおそれや、位置ずれにより
検出精度が低下するおそれがある。逆に、基材１の１００％伸び荷重が前記上限を超える
場合、測定する部位の動きを阻害したり、被検者に違和感を与えたりするおそれがある。
【００２５】
＜歪センサ＞
　前記歪センサ２は、基材１の表面（測定対象と反対側の面）に重ねられて固定されてい
る。より詳しくは、当該歪みセンサユニットにおいて、歪センサ２は、基材１の短手方向
中央に貼設されている。このように、歪センサ２を基材１の中央部に貼設することによっ
て、歪センサ２の周囲の基材１が均等に伸縮し、歪センサ２の位置ずれを抑制できる。
【００２６】
　また、歪センサ２は、帯状に形成され、長手方向の伸縮を主に検出するよう構成される
。従って当該歪みセンサユニットにおいて、歪センサ２は、基材１の長手方向の伸縮を主
に検出する。なお、「長手方向の伸縮を主に検出する」とは、検出値における長手方向の
伸縮成分の寄与率が９０％以上、好ましくは９５％以上であることを意味する。
【００２７】
　これら歪センサ２としては、伸縮により抵抗値が変化する歪抵抗素子を用いることがで
き、特に、カーボンナノチューブ（以下、ＣＮＴということがある）を用いたＣＮＴ歪セ
ンサが好適に用いられる。つまり、当該歪みセンサユニットは、歪抵抗素子からなる歪セ
ンサ２の抵抗値を不図示の検出回路によって測定することにより、測定対象部位の動きに
応じて変化する基材１の伸縮量を検出する。
【００２８】
　前記ＣＮＴ歪センサは、例えば基材１に貼着される伸縮可能なシート状の支持膜と、こ
の支持膜の表面側に積層されるＣＮＴ膜と、前記ＣＮＴ膜を保護する保護膜とを備える構
成とすることができる。
【００２９】
　前記ＣＮＴ歪センサの支持膜の平均厚さとしては、例えば１０μｍ以上５ｍｍ以下とす
ることができる。
【００３０】
　この支持膜の材質としては、柔軟性を有する限り特に限定されず、例えば合成樹脂、ゴ
ム、不織布等を挙げることができる。
【００３１】
　前記合成樹脂としては、例えばフェノール樹脂（ＰＦ）、エポキシ樹脂（ＥＰ）、メラ
ミン樹脂（ＭＦ）、尿素樹脂（ユリア樹脂、ＵＦ）、不飽和ポリエステル（ＵＰ）、アル
キド樹脂、ポリウレタン（ＰＵＲ）、熱硬化性ポリイミド（ＰＩ）、ポリエチレン（ＰＥ
）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、中密度ポリエチレン（ＭＤＰＥ）、低密度ポリエ
チレン（ＬＤＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリ塩化ビ
ニリデン、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリ酢酸ビニル（ＰＶＡｃ）、アクリロニトリルブタ
ジエンスチレン樹脂（ＡＢＳ）、アクリロニトリルスチレン樹脂（ＡＳ）、ポリメチルメ
タアクリル（ＰＭＭＡ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポリアセタール（ＰＯＭ）、ポリカーボ
ネート（ＰＣ）、変性ポリフェニレンエーテル（ｍ－ＰＰＥ）、ポリブチレンテレフタレ
ート（ＰＢＴ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、環状ポリオレフィン（ＣＯＰ
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）等を挙げることができる。
【００３２】
　前記ゴムとしては、例えば天然ゴム（ＮＲ）、ブチルゴム（ＩＩＲ）、イソプレンゴム
（ＩＲ）、エチレン・プロピレンゴム（ＥＰＤＭ）、ブタジエンゴム（ＢＲ）、ウレタン
ゴム（Ｕ）、スチレン・ブタジエンゴム（ＳＢＲ）、シリコーンゴム（Ｑ）、クロロプレ
ンゴム（ＣＲ）、クロロスルフォン化ポリエチレンゴム（ＣＳＭ）、アクリロニトリルブ
タジエンゴム（ＮＢＲ）、塩素化ポリエチレン（ＣＭ）、アクリルゴム（ＡＣＭ）、エピ
クロルヒドリンゴム（ＣＯ，ＥＣＯ）、フッ素ゴム（ＦＫＭ）、ポリジメチルシロキサン
（ＰＤＭＳ）等を挙げることができる。これらのゴムの中でも強度等の点から天然ゴムが
好ましい。
【００３３】
　また、前記ＣＮＴ歪センサのＣＮＴ膜の両端部分には電極が形成され、この電極に配線
が例えば導電性接着剤等によって接続される。
【００３４】
　このＣＮＴ膜は、多数のＣＮＴ繊維を含有する樹脂組成物で形成される。具体的には、
ＣＮＴ膜は、一方向に配向する複数のＣＮＴ繊維からなる複数のＣＮＴ繊維束と、この複
数のＣＮＴ繊維束の周面を被覆する樹脂層とを有する。このようなＣＮＴ膜を延伸する歪
みが加わった場合に、ＣＮＴ繊維同士の接触具合に変化が起こり、歪センサとして抵抗変
化を得ることができる。なお、より効率よく歪みを検出するには、ＣＮＴ膜中のＣＮＴ繊
維が伸縮方向に配向されていることが好ましい。
【００３５】
　ＣＮＴ膜の無荷重状態での平均厚さの下限としては、１μｍが好ましく、１０μｍがよ
り好ましい。一方、ＣＮＴ膜の平均厚さの上限としては、１ｍｍが好ましく、０．５ｍｍ
がさらに好ましい。ＣＮＴ膜の平均厚さが前記下限に満たない場合、このような薄膜の形
成が困難になるおそれや、伸長時に抵抗が上昇し過ぎるおそれがある。逆に、ＣＮＴ膜の
平均厚さが前記上限を超える場合、伸縮性が不十分となるおそれや、伸縮に対する抵抗変
化、つまり検出感度が不十分となるおそれや、被検者に違和感を与えるおそれがある。
【００３６】
　なお、ＣＮＴ膜は、ＣＮＴ繊維を平面状に略平行に配置した単層構造からなってもよい
し、多層構造からなってもよい。但し、ある程度の導電性を確保するためには、多層構造
とすることが好ましい。
【００３７】
　ＣＮＴ繊維としては、単層のシングルウォールナノチューブ（ＳＷＮＴ）や、多層のマ
ルチウォールナノチューブ（ＭＷＮＴ）のいずれも用いることができるが、導電性及び熱
容量等の点から、ＭＷＮＴが好ましく、直径１．５ｎｍ以上１００ｎｍ以下のＭＷＮＴが
さらに好ましい。
【００３８】
　また、前記ＣＮＴ膜の樹脂層は、樹脂を主成分とし、複数のＣＮＴ繊維束の周面を被覆
する層である。樹脂層の主成分としては、前記支持膜の材料として例示した合成樹脂やゴ
ム等を挙げることができ、これらの中でもゴムが好ましい。ゴムを用いることで、大きな
歪みに対してもＣＮＴ繊維の十分な保護機能を発揮することができる。また、ＣＮＴ膜の
樹脂層は前記支持膜又は保護膜と一体に形成されてもよい。換言すると、ＣＮＴ繊維の層
に含浸しない樹脂層の厚さを大きくすることによって、支持膜又は保護膜を省略してもよ
い。
【００３９】
　このようなＣＮＴ歪センサによって形成される歪センサ２の無荷重状態での平均幅の下
限としては、０．１ｍｍが好ましく、０．５ｍｍがより好ましい。一方、歪センサ２の平
均幅の上限としては、１０ｍｍが好ましく、５ｍｍがより好ましい。歪センサ２の平均幅
が前記下限に満たない場合、検出感度が不十分となるおそれや、測定対象部位の動きによ
り歪センサ２が断裂するおそれがある。逆に、歪センサ２の平均幅が前記上限を超える場
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合、被検者に違和感を与えるおそれがある。
【００４０】
　また、歪センサ２の無荷重状態での平均長さは測定対象部位に応じて選択される。一般
論として、歪センサ２の無荷重状態での平均長さの下限としては、３ｍｍが好ましく、１
５ｍｍがより好ましい。一方、歪センサ２の無荷重状態での平均長さの上限としては、７
０ｍｍが好ましく、５０ｍｍがより好ましい。歪センサ２の平均長さが前記下限に満たな
い場合、基材１のわずかなずれによって検出値が大きく変化し、検出誤差が大きくなるお
それがある。逆に、歪センサ２の平均長さが前記上限を超える場合、検出する動きによっ
て長さが変化しない領域を含むことになり、動きに対する歪センサ２の長さの変化率が小
さくなることで検出感度が不十分となるおそれがある。
【００４１】
　また、歪センサ２の１０％伸び荷重の下限としては、０．０１Ｎが好ましく、０．０３
Ｎがより好ましく、０．０５Ｎがさらに好ましい。一方、歪センサ２の１０％伸び荷重の
上限としては、０．５Ｎが好ましく、０．３Ｎがより好ましく、０．２Ｎがさらに好まし
い。歪センサ２の１０％伸び荷重が前記下限に満たない場合、測定対象部位の動作以外の
要因で伸縮することにより検出精度が不十分となるおそれがある。逆に、歪センサ２の１
０％伸び荷重が前記上限を超える場合、伸長時の反力が大きくなり、被検者に違和感や拘
束感を与えるおそれがある。
【００４２】
　それぞれの歪センサ２の無荷重状態での抵抗値の下限としては、例えば１０Ωが好まし
く、１００Ωがより好ましい。一方、歪センサ２の無荷重状態での抵抗値の上限としては
、１００ｋΩが好ましく、１０ｋΩがより好ましい。歪センサ２の無荷重状態での抵抗値
が前記下限に満たない場合、伸びを検出するための電流が大きくなり消費電力が大きくな
るおそれがある。逆に、歪センサ２の無荷重状態での抵抗値が前記上限を超える場合、検
出回路の電圧が高くなり、小型化及び省電力化が困難となるおそれがある。
【００４３】
　それぞれの歪センサ２の伸長による抵抗値の変化率は、十分な検出精度が得られるよう
適宜選択されるものであるが、歪センサ２の無荷重状態での抵抗値に対する１０％延伸し
た状態での抵抗値の比としては、例えば１．５倍以上２０倍以下とされる。
【００４４】
　基材１への歪センサ２の貼着は、基材１及び歪センサ２の伸縮を阻害しないこと、具体
的には伸び荷重が十分に小さい接着剤を用いることが好ましい。このような伸び荷重が小
さい接着剤としては、例えば湿気硬化型ポリウレタン接着剤等が挙げられる。
【００４５】
＜変形抑制部＞
　１対の変形抑制部３は、歪みセンサ２の長手方向両端部の基材１の変形を抑制すること
により、１対の変形抑制部３の間の基材１の反り返りを防止して測定対象への密着性を向
上することで、歪みセンサ２の位置ずれを抑制する。
【００４６】
　本実施形態における変形抑制部３は、歪みセンサ２と重ならないようわずかに隙間を空
けて配設されている。このように、変形抑制部３を歪みセンサ２から離間して配設するこ
とにより、平面視で変形抑制部３が傾斜した場合に歪みセンサ２に加わる応力を抑制する
ことができる。
【００４７】
　また、変形抑制部３は、例えば人体表面の凹部に基材１の変形抑制部３配設部分が嵌ま
り込むような形状となるよう、測定対象の凹凸に合わせて形状を選択することにより、変
形抑制部３の測定対象に対する位置ずれを効果的に抑制できる。このため、変形抑制部３
は、無負荷状態で基材１を歪みセンサ２の長手方向と垂直な方向の断面視で湾曲させるよ
うに屈曲していてもよい。
【００４８】
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　変形抑制部３の構成としては、基材１に他の部材を取り付けることで剛性を大きくした
構成であってもよく、例えば糸の縫い付け、樹脂組成物の塗布等によって基材１の変形を
抑制するものであってもよい。また、バネ性を有する糸状又は板状の部材を配置してもよ
い。
【００４９】
　変形抑制部３は、歪みセンサ２の長手方向に交差する方向に延びる帯状に形成されるこ
とが好ましい。このように、変形抑制部３が帯状に形成されることにより、変形抑制部３
の占有面積を小さくしつつ効果的に基材１の変形を抑制できるので、当該歪みセンサユニ
ットの装着性を損なうことなく、歪みセンサ２の位置ずれを防止することができる。
【００５０】
　変形抑制部３は、歪みセンサ２の長手方向に交差する方向の基材１の伸縮を防止できる
ものであることが好ましい。具体的には、変形抑制部３は、歪みセンサ２の長手方向に交
差する方向の中心軸を有する密巻きコイルバネを含むとよい。密巻きコイルバネは、隙間
を空けずにワイヤを巻回して形成される弦巻きバネであって、長さ方向（中心軸方向）に
圧縮不能である。また、ワイヤの曲げ弾性率を選択することで、当該歪みセンサユニット
の使用に際して実質的に伸長せず、測定対象の表面形状に合わせる程度に屈曲することは
可能としつつ、基材１が反り返るような大きな変形を防止して基材１が測定対象に対して
滑りやすくなることを防止することができる。
【００５１】
　密巻きコイルバネは、例えば布帛、エラストマー樹脂シート等のシート状の材料に固定
されていることが好ましい。具体的には、密巻きコイルバネが１対の布帛又はエラストマ
ー樹脂シートによって挟み込まれていてもよく、１枚の布帛又はエラストマー樹脂シート
に接着又は縫い付けされていてもよい。このように、密巻きコイルバネがシート状の材料
に固定されていることによって、基材１に対して比較的容易に固定することができるので
、変形抑制部３を形成しやすくなる。
【００５２】
　変形抑制部３の歪みセンサ２の長手方向に直交する方向の最大長さの下限としては、歪
みセンサ２の平均幅の５倍が好ましく、１０倍がより好ましい。一方、変形抑制部３の歪
みセンサ２の長手方向に直交する方向の最大長さの上限としては、歪みセンサ２の平均幅
の１００倍が好ましく、５０倍がより好ましい。変形抑制部３の歪みセンサ２の長手方向
に直交する方向の最大長さが前記下限に満たない場合、歪みセンサ２の位置ずれを十分に
抑制できないおそれがある。逆に、変形抑制部３の歪みセンサ２の長手方向に直交する方
向の最大長さが前記上限を超える場合、当該歪みセンサユニットの幅が不必要に大きくな
ることで被検者に違和感や拘束感を与えるおそれがある。
【００５３】
　変形抑制部３の歪みセンサ２の長手方向の幅の下限としては、特に限定されず、変形抑
制部３の剛性が十分大きくなる幅とすればよい。一方、変形抑制部３の歪みセンサ２の長
手方向の幅の上限としては、歪みセンサ２の平均長さの１倍が好ましく、０．５倍がより
好ましい。変形抑制部３の歪みセンサ２の長手方向の幅が前記上限を超える場合、当該歪
みセンサユニットの幅が不必要に大きくなることで被検者に違和感や拘束感を与えるおそ
れがある。
【００５４】
　変形抑制部３の曲げ弾性率は、その断面積等によっても異なるが、歪みセンサ２よりも
大きく、かつ基材１の反り返りを防止できる大きさとされる。具体的には、変形抑制部３
の曲げ弾性率の下限としては、１ｋＰａが好ましく、１０ｋＰａがより好ましい。一方、
変形抑制部３の曲げ弾性率の上限としては、１０ＭＰａが好ましく、１ＭＰａがより好ま
しい。変形抑制部３の曲げ弾性率が前記下限に満たない場合、基材１の反り返りを防止で
きないことで歪みセンサ２の位置ずれを抑制できないおそれがある。逆に、変形抑制部３
の曲げ弾性率が前記上限を超える場合、基材１が測定対象に密着しないことで被験者（体
の動きを測定される者）に違和感や拘束感を与えるおそれがある。
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【００５５】
＜利点＞
　当該歪みセンサユニットは、歪みセンサ２の長手方向両端近傍に曲げ弾性率が大きい１
対の変形抑制部３を備えることによって、歪みセンサ２の両側の基材１が変形しにくいの
で、歪みセンサ２の位置ずれが抑制されることで比較的検出精度が高い。
【００５６】
［第二実施形態］
　図３及び図４に示す本発明の第二実施形態に係る歪みセンサユニットは、伸縮性を有す
る基材１と、この基材１に積層され、基材１の伸縮方向に沿って配設される帯状の歪みセ
ンサ２と、この歪みセンサ２の長手方向両端近傍に歪みセンサ２の長手方向に交差する方
向に延びるよう配設され、歪みセンサ２よりも曲げ弾性率が大きい１対の変形抑制部３ａ
と、基材１の裏面の平面視で歪みセンサ２の長手方向両側に配設される１対の滑り止め４
を備える。
【００５７】
　図３及び図４の歪みセンサユニットにおける基材１及び歪みセンサ２の構成は、図１及
び図２の歪みセンサユニットにおける基材１及び歪みセンサ２の構成と同様とすることが
できる。このため、図３及び図４の歪みセンサユニットについて、図１及び図２の歪みセ
ンサユニットと同じ構成要素には同じ符号を付して重複する説明を省略する。
【００５８】
＜変形抑制部＞
　図３及び図４の歪みセンサユニットにおける変形抑制部３ａは、歪みセンサ２の端部に
重畳されるよう配設される点を除いて、図１及び図２の歪みセンサユニットにおける変形
抑制部３と同様である。
【００５９】
　当該歪みセンサユニットでは、変形抑制部３ａが歪みセンサ２の端部に重畳されるよう
配設されるので、１対の変形抑制部３ａ間の距離が比較的小さくなることから歪みセンサ
２の位置ずれをより確実に抑制することができる。
【００６０】
＜滑り止め＞
　滑り止め４は、基材１の裏面に積層され、測定対象との摩擦を増大して、基材１ひいて
場歪みセンサ２が位置ずれすることをより確実に抑制する。
【００６１】
　滑り止め４は、平面視で変形抑制部３ａと重複するよう配設されてもよく、変形抑制部
３ａのさらに外側に配設されてもよい。
【００６２】
　滑り止め４の材質としては、例えば合成ゴム、天然ゴム等を用いることができる。また
、滑り止め４に平面形状としては、特に限定されず、例えば方形、円形等任意の形状とす
ることができ、基材１を部分的に露出又は部分的に被覆するパターン状であってもよい。
【００６３】
　滑り止め４は、基材１の裏面に接着されてもよく、基材１の裏面に樹脂組成物を塗工す
ることにより形成されてもよい。
【００６４】
　滑り止め４の歪みセンサ２の長手方向の平均長さの下限としては、１ｍｍが好ましく、
３ｍｍがより好ましい。一方、滑り止め４の歪みセンサ２の長手方向の平均長さの上限と
しては、５０ｍｍが好ましく、３０ｍｍがより好ましい。滑り止め４の歪みセンサ２の長
手方向の平均長さが前記下限に満たない場合、摩擦を増大できずに歪みセンサ２の位置ず
れ抑制効果を促進できないおそれがある。逆に、滑り止め４の歪みセンサ２の長手方向の
平均長さが前記上限を超える場合、当該歪みセンサユニットが不必要に大きくなるおそれ
がある。
【００６５】
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　滑り止め４の歪みセンサ２の長手方向に垂直な方向の平均長さの下限としては、３ｍｍ
が好ましく、５ｍｍがより好ましい。一方、滑り止め４の歪みセンサ２の長手方向に垂直
な方向の平均長さの上限としては、変形抑制部３ａの長さの１．２倍が好ましく、変形抑
制部３ａの長さの１倍がより好ましい。滑り止め４の歪みセンサ２の長手方向に垂直な方
向の平均長さが前記下限に満たない場合、摩擦を増大できずに歪みセンサ２の位置ずれ抑
制効果を促進できないおそれがある。逆に、滑り止め４の歪みセンサ２の長手方向に垂直
な方向の平均長さが前記上限を超える場合、当該歪みセンサユニットが不必要に大きくな
るおそれがある。
【００６６】
［第三実施形態］
　図５に示す本発明の第三実施形態に係る歪みセンサユニットは、伸縮性を有する基材１
ｂと、この基材１ｂに積層され、基材１ｂの伸縮方向に沿って平行に配設される複数（２
つ）の歪みセンサ２と、この複数歪みセンサ２の長手方向両端近傍に歪みセンサ２の長手
方向に交差する方向に延びるよう配設され、歪みセンサ２よりも曲げ弾性率が大きい１対
の変形抑制部３とを備える。
【００６７】
　図５の歪みセンサユニットにおける歪みセンサ２及び変形抑制部３の構成は、図１及び
図２の歪みセンサユニットにおける歪みセンサ２及び変形抑制部３の構成と同様とするこ
とができる。このため、図５の歪みセンサユニットについて、図１及び図２の歪みセンサ
ユニットと同じ構成要素には同じ符号を付して重複する説明を省略する。
【００６８】
＜基材＞
　基材１ｂは、複数の歪みセンサ２の間に、これらの歪みセンサ２と平行なスリット５を
有する。
【００６９】
（スリット）
　スリット５は、複数の歪みセンサ２間で基材１ｂを分断することにより、複数の歪みセ
ンサ２が互いに独立して伸縮できるようにする。つまり、当該歪みセンサユニットは、１
つの歪みセンサ２の変位が他の歪みセンサ２の変位に影響を及ぼしにくいので、比較的検
出精度が高い。
【００７０】
　スリット５の長さの下限としては、歪みセンサ２の幅方向中心線の長さの１／２が好ま
しく、２／３がより好ましい。一方、スリット５の長さの上限としては、歪みセンサ２の
幅方向中心線の長さの１．２倍が好ましく、１倍がより好ましい。スリット５の長さが前
記下限に満たない場合、歪みセンサ２間の相互干渉を十分に低減できないおそれがある。
逆に、スリット５の長さが前記上限を超える場合、当該歪みセンサユニットが不必要に大
きくなるおそれや、変形抑制部３により歪みセンサ２の位置ずれを抑制する効果が小さく
なるおそれがある。
【００７１】
［その他の実施形態］
　前記実施形態は、本発明の構成を限定するものではない。従って、前記実施形態は、本
明細書の記載及び技術常識に基づいて前記実施形態各部の構成要素の省略、置換又は追加
が可能であり、それらは全て本発明の範囲に属するものと解釈されるべきである。
【００７２】
　当該歪みセンサユニットは、図６に示すように、１対の変形抑制部３ｃが歪みセンサ２
の長手方向に垂直な方向に対して傾斜していてもよく、図７に示すように、１対の変形抑
制部３ｄが互いに歪みセンサ２の長手方向に対して異なる傾斜角度で傾斜して配置されて
もよい。
【００７３】
　また、当該歪みセンサユニットは、図８に示すように、変形抑制部３ｅが屈曲又は湾曲
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していてもよい。
【００７４】
　当該歪みセンサユニットにおいて、例えば図９に示すように、変形抑制部３ｆの平面形
状が、歪センサ２の長さ方向に長いものであってもよい。つまり、当該歪みセンサユニッ
トにおける変形抑制部は、平面視で歪センサの長手方向に垂直な方向の長さが歪みセンサ
の幅よりも大きければよい。
【００７５】
　当該歪みセンサユニットは、平行に配設される３つ以上の歪みセンサを備えてもよい。
また、当該歪みセンサユニットは、平行に配設される複数の歪みセンサを有する場合であ
っても、基材にスリットが形成されていなくてもよい。
【００７６】
　当該歪みセンサユニットにおいて、基材は帯状でなくてもよく、例えばマスク、シャツ
等に準じた人体に密着する任意の形状を有してもよい。
【００７７】
　当該歪みセンサユニットにおいて、歪みセンサは、基材の短手方向中央からずれた位置
に配設されてもよい。
【００７８】
　当該歪みセンサユニットにおいて、変形抑制部は、基材の裏面側に積層されてもよく、
この場合、変形抑制部が滑り止めを兼ねてもよい。
【００７９】
　１つの基材上に複数の歪みセンサと各歪みセンサの長手方向両側にそれぞれ１対の変形
抑制部が配設されてもよい。例えばマスク状の基材に複数の表情筋等の動きを検出するた
めに異なる形状の複数の歪みセンサ及び変形抑制部の組を異なる向きに配置してもよい。
【００８０】
　当該歪みセンサユニットは、人体以外に、例えば動物、機械等の動きを検出するために
用いてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
　本発明に係る歪みセンサユニットは、特に人体の動きを検出するために好適に利用する
ことができる。
【符号の説明】
【００８２】
１，１ｂ　基材
２　歪みセンサ
３，３ａ，３ｃ，３ｄ，３ｅ，３ｆ　変形抑制部
４　滑り止め
５　スリット
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